
- 1 -

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

◎

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
五
号
）

抄

（
定
義
等
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
農
林
物
資
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
資
を
い
う
。
た
だ
し
、
酒
類
並
び
に
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
に
規

定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
を
除
く
。

一

飲
食
料
品
及
び
油
脂

二

農
産
物
、
林
産
物
、
畜
産
物
及
び
水
産
物
並
び
に
こ
れ
ら
を
原
料
又
は
材
料
と
し
て
製
造
し
、
又
は
加
工
し
た
物
資
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で

あ
つ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の

２
～
５

（
略
）

（
製
造
業
者
等
が
守
る
べ
き
表
示
の
基
準
）

第
十
九
条
の
八

農
林
水
産
大
臣
は
、
飲
食
料
品
の
品
質
に
関
す
る
表
示
の
適
正
化
を
図
り
一
般
消
費
者
の
選
択
に
資
す
る
た
め
、
農
林
物
資
の
う
ち
飲
食
料
品
（

生
産
の
方
法
に
特
色
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
価
値
が
高
ま
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
品
質
に
関
す
る
表
示
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
区

分
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
必
要
な
事
項
に
つ
き
、
そ
の
製
造
業
者
又
は
販
売
業
者
が
守
る
ベ
き
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

名
称
、
原
料
又
は
材
料
、
保
存
の
方
法
、
原
産
地
そ
の
他
表
示
す
べ
き
事
項

二

表
示
の
方
法
そ
の
他
前
号
に
掲
げ
る
事
項
の
表
示
に
際
し
て
製
造
業
者
又
は
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
飲
食
料
品
の
品
質
に
関
す
る
表
示
の
適
正
化
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
基
準
に
お
い
て
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
同
項
に
規
定
す
る
飲
食
料
品
の
品
質
に
関
す
る
表
示
に
つ
い
て
、
そ
の
種
類
ご
と
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
、
そ
の
製
造
業
者
又
は
販
売
業

者
が
守
る
べ
き
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
飲
食
料
品
以
外
の
農
林
物
資
（
生
産
の
方
法
に
特
色
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
価
値
が
高
ま
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
、
一
般

消
費
者
が
そ
の
購
入
に
際
し
て
そ
の
品
質
を
識
別
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
一
般
消
費
者
の
経
済
的
利
益
を
保
護
す
る
た
め

そ
の
品
質
に
関
す
る
表
示
の
適
正
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
指
定
の
あ
つ
た
後
速
や
か
に
、
そ
の
品
質
に

関
す
る
表
示
に
つ
い
て
、
そ
の
製
造
業
者
又
は
販
売
業
者
が
守
る
べ
き
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
６

（
略
）

（
表
示
に
関
す
る
指
示
等
）

第
十
九
条
の
九

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
「
表
示
事
項
」
と

い
う
。
）
を
表
示
せ
ず
、
又
は
同
項
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
「
遵
守
事
項
」
と
い
う
。

）
を
遵
守
し
な
い
製
造
業
者
又
は
販
売
業
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
製
造
業
者
又
は
販
売
業
者
に
対
し
て
、
表
示
事
項
を
表
示
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ

き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
品
質
に
関
す
る
表
示
の
基
準
を
守
ら
な
い
製
造
業
者
又
は
販
売
業
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
製

造
業
者
又
は
販
売
業
者
に
対
し
、
そ
の
基
準
を
守
る
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



- 2 -

３
・
４

（
略
）

第
二
十
四
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
十
五
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三

第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四

第
十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

五

本
邦
に
お
い
て
第
十
九
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
認
定
外
国
製
造
業
者
又
は
認
定
外
国
生
産

行
程
管
理
者

六

第
十
九
条
の
七
の
規
定
に
違
反
し
た
者

七

第
十
九
条
の
七
の
二
の
規
定
に
違
反
し
た
者

第
二
十
四
条
の
二

次
の
各
号
に
掲
げ
る
違
反
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
行
為
を
し
た
登
録
格
付
機
関
の
代
表
者
、
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者

は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

第
二
十
四
条
の
三

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
十
七
条
の
五
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
格
付
の
表
示
の
除
去
又
は
抹
消
の
命
令
に
違
反
し
た
者

三

第
十
九
条
の
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

四

第
十
九
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
違
反
し
た
者

五

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
若
し
く
は
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み

、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

第
二
十
四
条
の
四

次
の
各
号
に
掲
げ
る
違
反
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
行
為
を
し
た
登
録
格
付
機
関
又
は
登
録
認
定
機
関
の
代
表
者
、
代
理
人
、
使
用

人
そ
の
他
の
従
業
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
十
六
条
第
六
項
（
第
十
七
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。

二

第
十
七
条
の
五
第
二
項
又
は
第
十
七
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

三

第
十
七
条
の
三
（
第
十
七
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
記
載
を
せ
ず
、
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
帳
簿
を

保
存
し
な
か
つ
た
と
き
。

四

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と

き
。

第
二
十
五
条

（
略
）
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２

人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
が
、
そ
の
訴
訟
行
為
に
つ
き
そ
の
人
格
の
な
い
社

団
又
は
財
団
を
代
表
す
る
ほ
か
、
法
人
を
被
告
人
又
は
被
疑
者
と
す
る
場
合
の
刑
事
訴
訟
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
準
用
す
る
。


